
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 

 

年度 

 

企業数 

 

法定常用労働数 

※１ 

 

障がい者数 

※１ 

 

実雇用率 

(％) 

法定雇用率 

達成企業割合 

(％) 

全 

 

国 

令和 3 年度 

令和 4 年度 

令和 5 年度 

106,924 

107,691 

108,202 

27,156,780.5 

27,281,606.5 

27,523,661.0 

597,786.0 

613,958.0 

642,178.0 

2.20 

2.25 

2.33 

47.0 

48.3 

50.1 

県 

 

内 

令和 3 年度 

令和 4 年度 

令和 5 年度 

5,010 

5,043 

5,077 

1,174,196.5 

1,159,589.0 

1,182,010.5 

25,332.5 

25,478.5 

27,119.0 

2.16 

2.20 

2.29 

44.6 

45.8 

46.6 

管 

内 

※２ 

令和 3 年度 

令和 4 年度 

令和 5 年度 

373 

388 

387 

61,965.5 

62,665.5 

63,243.5 

1,281.5 

1,272.50 

1305.5 

2.07 

2.03 

2.06 

41.8 

41.2 

42.9 

 

本紙のデザインはＪＯＢチャレふじさわ（障がい者就労の場）で行っています。 
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従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める、手帳を取得している身体障がい者・知的障が

い者・精神障がい者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。この法定雇用率は、令和６年

４月から段階的に引き上げられます。 

また、障がい者を雇用しなければならない対象事業主には、次の義務があります。 

・毎年６月１日時点での障がい者雇用状況についてハローワークへ報告 

・障がい者の雇用促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務） 

令和５年度障がい者雇用状況が発表されました 

国は「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、毎年６月１日における身体障がい者・知的障が

い者・精神障がい者の雇用状況について、障がい者の雇用義務のある事業主に報告を求め、発表してい

ます。ハローワーク藤沢管内の法定雇用率は、国、県より低くなっています。積極的な障がい者雇用に

向け、引き続きみなさまのご理解とご協力をお願いします。 

 ［民間企業の雇用状況］   神奈川労働局職業安定部職業対策課 

※１ 法律上短時間労働者１人を０．５人とカウントしています 

※２ ハローワーク藤沢管内の市町村は、藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、寒川町です。 

【問い合わせ】神奈川労働局職業安定部職業対策課 電話：０４５－６５０－２８０１ １ 

 令和５年度 令和６年４月 令和８年７月 

民間企業の法定雇用率 ２．３％ ２．５％ ２．７％ 

対象事業主の範囲 ４３．５人以上 ４０．０人以上 ３７．５人以上 

 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shushoku/sodan/kinro.html
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https://www.jeed.go.jp/disability/q2k4vk000002t1y
o-att/q2k4vk000003p1yn.pdf 
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厚生労働省は、雇用管理の改善に取り組む事業主を支援する認定制度を設けています。認定を取得する
と、企業の魅力向上や人材確保・定着などに役立ちますので、ぜひご検討ください! 
☆えるぼし認定制度 
女性活躍推進法に基づき、一定基準を満たし、女性の活躍促
進に関する状況などが優良な企業を認定する制度です。ま
た、えるぼし認定企業のうち、より高い水準の要件を満たし
た企業は「プラチナえるぼし認定」を受けることができます。 
詳細は「女性活躍推進法特集ページ」へ 

♡くるみん認定制度 
次世代育成支援対策推進法に基づき、一定基準を満たし、女性の仕事と子
育ての両立を支援・サポートをしている企業は「子育てサポート企業」とし
て、厚生労働大臣の認定「くるみん認定」を受けることができます。また、
一度くるみんを取得した企業で、特に高い水準の取組を行った企業は、「プラチ
ナくるみん認定」を申請いただけます。 
詳細は「次世代育成支援対策推進法ページ」へ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html 
 ＊認定を受けた企業名は厚生労働省のホームページに掲載される 

＊自社の製品や広告、採用活動において認定マークを使用することが可能 
＊企業ブランドの向上、イメージの向上による優秀な人材の確保 
＊公共調達や低利融資の優遇措置を受けられる 

厚生労働省では、毎年 3 月 1 日から 3 月 8 日までを「女性の健康週間」と 
定め、女性の健康づくりを国民運動として展開しています。 
「女性の健康週間」の実施にあわせ、座談会動画を公開しています。 
 

女性のお悩み解消! 産後から高齢期の排尿トラブル ＆ 女性に効く漢方 
『咳やくしゃみで漏れてしまう』、『トイレの回数が最近増えた』など、そんなトイレの悩み 
はありませんか?女性の健康週間にあわせて、女性に多い尿のトラブルの予防や対策につい 
てご講演いただきます。また、女性のお悩みに多い更年期のお話もあります。 
  
 
オンデマンド配信のみ 
動画配信期間 2024 年 ２月９日（金）～３月１４日（木） 
講師 湘南台  腎泌尿器・漢方クリニック 院⾧ 友田

と も だ
  岳

たけ
志
し

 氏 
申込期間 2024 年 ２月９日（金）～３月１０日（日） 
申込方法 電子申請 
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142051-u/offer/offerList_detail?tempSeq=65625 
 《問い合わせ》 藤沢市 健康づくり課 健康づくり推進担当   
   電話 ０４６６―５０―８４３０   FAX  ０４６６―５０―０６６８ 
   メール fj-kenko-z@city.fujisawa.lg.jp 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 
 

認定を受けるとこんな 
メリットがあります!! 
 

《 問い合わせ 》 神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課 電話 045-211-7380 
 

 
（「スマート・ライフ・プロジェクト」公式サイト内） 

https://www.smartlife.mhlw.go.jp/event/ 

令和５年度 生涯を通じた女性の健康づくり講演会  
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tel:0466-27-8888

